
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021.10   安八町商工会 

 発行：安八町商工会  安八町氷取 159‐1 
 ＴＥＬ：0584-64-4811  ＦＡＸ：0584-64-2789 

安八町商工会  安八町氷取１５９－１ TEL：0584-64-4811 FAX：0584-64-2789 

経営計画に基づいて実施する販路開拓等（生産性向上）の取組に対し５０万円（一般型）を上限に 

補助金（補助率：2/3）が支給されます。また、今年度は、新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のた

めの対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスサービス等を支

援する「低感染リスク型ビジネス枠」がございます。ポストコロナを踏まえた新たなビジネスサービス等

の取組に対しては１００万円を上限に補助金（補助率：3/4）が支給されます。 

補助金を受けるためには補助事業に関する申請書（事業計画書）を提出し採択される必要があります。 

申請書となる事業計画書の作成については商工会において助言を行いますので、補助金の申請をお考え

の方はお気軽にお問い合わせください。 

 

 

。※低感染リスク型は１００万円（補助率：3/4）。 

安八町商工会 Facebook ページに皆さんの情報を載せませんか？ 

発信したい情報・記事がございましたら商工会までご連絡ください。 

  
 ～商工会は  行きます  聞きます  提案します～ 

◎小規模事業者持続化補助金 販路開拓をお考えの小規模事業者の皆様へ 

 

令和元年度補正予算（一般型）申請締切日 
 第７回締切：2/4（金） 

令和２年度補正予算（低感染リスク型ビジネス枠）  
 第４回締切：11/10（水） 第５回締切：1/12（水） 

 

看板設置    ＨＰ作成     新聞折込 

◎安八町商工会主催 地域のいい店・会社と出会おう博開催 

 ９月 1８日（土）９月２０日（月）に、イオンモール大垣

において、「地域のいい店・会社と出会おう博」を開催しま

した。このイベントは、商工会が実施している国の認定をう

けた、経営発達支援計画の販路開拓事業の一環として町内

の企業やお店の商品やサービス・技術を西濃地域の消費者

に知ってもらうことを目的とし計画いたしました。 

 今回５事業者さんが出店し、商品の販売や自社のＰＲを直接来店客に行いました。この事業により新規顧

客を獲得した事業者もあり、出店された事業者さんにとって有意義なイベントとなりました。 

 

◎ＢＣＰ（事業継続計画）セミナー （安八町・養老町・輪之内町・海津市 共同開催） 

 BCP（事業継続計画）とは、企業が自然災害、大火災などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の

損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続・早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動

や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。豪雨災害・地震等の

自然災害や近年では新型感染症など事業活動に支障をきたす事象が発生しています。このセミナーでは BCP

策定に必要なノウハウをわかりやすく学んでいただけます。この機会に是非ご参加ください。 

 

 
開催日  １０月２６日（火）14：00～16：00 

会 場  養老町商工会 １階研修室 

講 師  事業継続主任管理士 伊藤哲夫 氏 

【セミナー内容】 

 事業継続計画の必要性、計画の策定手順、質疑 

◇参加を希望される方は安八町商工会までご連絡下さい。 



岐 阜 県 最 低 賃 金 は 、 1 0 月 1 日 か ら 
時 間 額 8 8 0 円 に 改 定 さ れ ま す ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2１％ 

マル経 金利 

◆マル経融資とは、日本政策金融公庫の無担保、無保証人の融資制度です。 

  ・返済期間：運転資金７年以内、設備資金１０年以内 

  ・融資限度額 ： ２，０００万円 

  【ご利用いただける方】 

  ・安八町内で１年以上営業し、商工会の経営指導を６ヶ月以上受けている方 

  ・従業員数２０人以下（商業・サービス業の場合は５人以下）の事業所 

  ・所得税や住民税等を完納している方 

  ・日本政策金融公庫の融資対象業種であること  など 

 令和３年１０月 1 日現在 

 日本政策金融公庫ＨＰ 

https://www.jfc.go.jp/ 

 

 

 

安八町商工会 ホームページ              安八町商工会 Facebook ページ 

http://www.gifushoko.or.jp/anpachi/            https://www.facebook.com/ansho3831/ 

●ＷＥＢセミナーのご案内！       安八町商工会のホームページからご覧いただけます 

ｗ ◆ 様々な経営情報が満載！ 

パソコン研修・経営実務・人材育成・ 

 経営者講演・経営革新・事業承継など 

 

売上の減少した中小事業者に対する月次支援金の支給について 

・支給額：法人は上限２０万円／月、個人事業主は上限１０万円／月 以内の額を支給します。 

   ※2019年または 2020年の基準月の売上から 2021年の対象月の売上を引いた金額 

・対 象  ①緊急事態措置又は、まん延防止重点措置に伴う 

       飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること 

      ②緊急事態措置又は、まん延防止重点措置が実施された月のうち対象措置の影響を受けて 

       月間売上げが 2019年または 2020年の同じ月と比べて５０％以上減少していること。 

      ※①と②を満たせば、給付対象となり得ます。 

・申請期間 ８月分 ：令和３年 9月１日～10月 31日 ９月分：令和３年 10月 1日～11月 30日 詳しくは経産省の HP 

でご確認下さい。 

◎最低賃金は、パートタイマー・アルバイト・臨時・嘱託など雇用形態や呼称に関係なく、働くすべての方に適用されます。 

商工会の福祉共済  （傷害プランにご家族全員の個人賠償責任保険が付いています！） 
 

 

 

 

 

 

 

全国商工会会員福祉共済は、ライフスタイルと必要補償額に応じて、ケガの補償、がんの補償、病気の補償 な

ど加入プランを検討いただけます。是非ご加入下さい。  詳しくは商工会まで。 

｢けが｣の補償 2,000 円コースからプラスで「病気」の補償 1,000 円・「がん」重点補償 3,000 円（シニアは 6,000 円） 

 



 

 


